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内
閣
府
の
国
際
比
較
調
査
／

望
ま
し
い
引
退
年
齢
は
六
五
歳

　

内
閣
府
は
三
月
三
○
日
、「
高
齢
者
の
生
活

と
意
識
に
関
す
る
国
際
比
較
調
査
」
を
と
り

ま
と
め
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
日
本
の
場
合
、

①
高
齢
者
は
パ
ー
ト
で
働
く
割
合
が
高
い
②

健
康
上
の
理
由
で
就
労
す
る
人
が
多
い
③
望

ま
し
い
引
退
年
齢
は
六
五
歳
く
ら
い
と
考
え

て
い
る―

―

こ
と
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

同
調
査
は
、
一
九
八
○
年
か
ら
五
年
お
き

に
実
施
。
今
回
（
第
六
回
）
は
、
○
五
年
一

一
月
か
ら
○
六
年
二
月
に
か
け
、
日
本
、
ア

メ
リ
カ
、
韓
国
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
五

カ
国
で
聞
き
取
り
調
査
し
た
結
果
を
取
り
ま

と
め
た
も
の
。
各
国
の
六
○
歳
以
上
の
男
女

約
一
〇
〇
〇
人
か
ら
回
答
を
得
た
。

九
割
近
く
の
高
齢
者
が
就
労

経
験
有

　

調
査
で
は
ま
ず
、
就
労
経
験
の
有
無
に
つ

い
て
尋
ね
た
。
そ
の
結
果
、
も
っ
と
も
高
か

っ
た
の
が
ド
イ
ツ
（
九
五
・
八
％
）、
続
い

て
ア
メ
リ
カ
（
九
四
・
一
％
）、日
本
（
九
○
・

一
％
）、
フ
ラ
ン
ス
（
八
九
・
二
％
）、
韓
国

（
八
六
・
四
％
）
の
順
に
な
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
日
本
を
時
系
列
で
み
る
と
、
第

二
回
調
査
（
八
五
年
）
で
は
、
八
四
・
四
％

だ
っ
た
「
就
労
経
験
有
」
が
二
○
年
後
の
今

回
調
査
（
○
五
年
）
で
は
約
六
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
、
九
○
・
一
％
と
な
っ
た
。
と
く
に
女

性
に
つ
い
て
は
、
第
二
回
調
査
（
七
三
・
四

％
）か
ら
一
○
ポ
イ
ン
ト
近
く
上
昇
の
八
三
・

六
％
と
な
り
、
女
性
の
社
会
参
加
の
広
が
り

が
う
か
が
え
る
。引

退
前
の
仕
事

主
要
国
で「
常
雇
」

が
ト
ッ
プ

　

就
労
経
験
あ
り
と
回
答
し

た
高
齢
者
に
、「
こ
れ
ま
で
一

番
長
く
し
た
仕
事
」
を
聞
い

た
。
対
象
五
カ
国
の
う
ち
、

「
常
雇
の
勤
め
人
」（
フ
ル
タ

イ
ム
の
事
務
系
・
技
術
系
・

労
務
系
の
合
計
）
が
多
数
派

を
占
め
た
の
は
、ド
イ
ツ（
七

五
・
二
％
）、
フ
ラ
ン
ス
（
六

六
・
○
％
）、
ア
メ
リ
カ
（
六
五
・
○
％
）、

日
本
（
四
九
・
八
％
）。
他
方
、「
自
営
業
者
」

（
自
営
農
林
漁
業
と
自
営
商
工
サ
ー
ビ
ス
業

の
合
計
）が
ト
ッ
プ
と
な
っ
た
の
は
韓
国（
六

二
・
八
％
）
だ
っ
た
。

　

諸
外
国
と
比
べ
る
と
、
日
本
は
「
常
雇
」

と
回
答
す
る
割
合
が
相
対
的
に
低
い
一
方
、

「
パ
ー
ト
」
の
高
さ
が
目
立
つ
。
臨
時
・
日

雇
い
を
含
め
る
と
一
四
・
一
％
と
、
調
査
対

象
国
で
唯
一
の
二
桁
台
に
の
っ
て
い
る
。
他

の
四
カ
国
（
韓
国
九
・
五
％
、
ド
イ
ツ
六
・

六
％
、
ア
メ
リ
カ
五
・
九
％
、
フ
ラ
ン
ス
三
・

七
％
）
を
大
き
く
引
き
離
す
水
準
だ
。

高
齢
者
の
現
役
率

日
本
は
低
下
傾
向
に

　

高
齢
者
が
現
在
で
も
仕
事
を
し
て
い
る
割

合
は
、
多
い
順
に
、
韓
国
（
四
六
・
九
％
）、

日
本
（
三
五
・
○
％
）、
ア
メ
リ
カ
（
三
二
・

○
％
）、
ド
イ
ツ
（
二
三
・
六
％
）、
フ
ラ
ン

ス
（
一
三
・
七
％
）
と
な
っ
た
。

　

時
系
列
で
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、

韓
国
で
は
、
高
齢
者
の
現
役
割
合
が
上
昇
す

る
傾
向
に
あ
る
。
他
方
、
日
本
は
低
下
傾
向

で
、第
二
回
調
査
（
八
五
年
）
で
は
、四
五
・

四
％
と
、
二
人
に
ひ
と
り
の
高
齢
者
が
働
い

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
回
調
査
で

は
三
五
・
○
％
と
、
一
○
ポ
イ
ン
ト
以
上
も

低
下
。
他
国
が
軒
並
み
上
昇
し
て
い
る
の
と

は
対
照
的
な
動
き
を
み
せ
る
。

現
役
高
齢
者
の
仕
事

日
本
は
パ
ー
ト
比
率
が
高
い

　

現
役
高
齢
者
の
仕
事
の
内
容
で
、「
常
雇
」

が
多
数
派
を
占
め
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
（
五

一
・
六
％
）
と
ド
イ
ツ
（
四
九
・
四
％
）
と

ア
メ
リ
カ
（
三
六
・
二
％
）。
と
く
に
、
フ

ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
で
は
、
二
人
に
一
人
の
割

合
で
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
事
務
・
技
術
・
労
務

の
仕
事
に
就
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

他
方
、「
自
営
業
者
」
が
ト
ッ
プ
に
あ
が
っ
た

の
は
、
韓
国
（
六
三
・
五
％
）
と
日
本
（
四

二
・
一
％
）
だ
。

　

日
本
を
時
系
列
で
み
る
と
、「
常
雇
」
で
働

く
割
合
が
下
降
曲
線
を
描
く
点
が
特
徴
的
だ
。

第
一
回
調
査
（
八
○
年
）
で
は
、二
五
・
二
％

と
、
四
人
中
一
人
を
占
め
て
い
た
も
の
の
、

二
五
年
後
の
今
回
調
査
で
は
約
一
○
ポ
イ
ン

ト
減
の
一
六
・
九
％
ま
で
低
下
。
半
面
、「
パ

ー
ト
」
割
合
が
上
昇
し
、
調
査
対
象
国
で
は

三
一
・
二
％
と
群
を
抜
く
（
ド
イ
ツ
二
五
・

二
％
、
ア
メ
リ
カ
二
四
・
五
％
、
韓
国
一
八
・

二
％
、
フ
ラ
ン
ス
四
・
八
％
）。

高
齢
者
の
就
労
理
由

日
本
は
健
康
上
の
理
由
が

第
二
位
に

　

現
役
の
高
齢
者
が
今
後
も
仕
事
を
続
け
る

理
由
に
つ
い
て
は
、「
収
入
が
ほ
し
い
か
ら
」

が
四
カ
国
（
韓
国
六
三
・
四
％
、
ア
メ
リ
カ

六
○
・
○
％
、
ド
イ
ツ
四
三
・
七
％
、
日
本

パ
ー
ト
で
働
く
割
合
が
高
い
日
本

引
退
年
齢
六
〇
〜
六
四
歳
が
各
国
で
ト
ッ
プ
内閣府

高
齢
者
の
生
活
と
意
識
に

関
す
る
国
際
比
較
調
査
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四
二
・
七
％
）
で
ト
ッ
プ
に
あ
が
っ
た
。
他

方
、「
仕
事
そ
の
も
の
が
面
白
い
か
ら
、
自
分

の
活
力
に
な
る
か
ら
」（
四
八
・
一
％
）
が
首

位
に
な
っ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
だ（
表
一
参
照
）。

　

注
目
す
べ
き
は
、
日
本
の
第
二
位
に
「
働

く
の
は
体
に
よ
い
か
ら
、老
化
を
防
ぐ
か
ら
」

（
二
五
・
九
％
）
が
あ
が
っ
た
こ
と
。
他
の

四
カ
国
（
韓
国
一
五
・
八
％
、
フ
ラ
ン
ス
一

四
・
八
％
、
ア
メ
リ
カ
一
一
・
五
％
、
ド
イ

ツ
一
一
・
三
％
）
と
比
べ
て
も
、
飛
び
抜
け

て
高
い
数
値
を
示
す
。
こ
の
「
健
康
上
の
理

由
」
は
、
第
二
回
調
査
（
一
九
八
五
年
）
で

は
ト
ッ
プ
（
四
二
・
○
％
）
に
躍
り
出
る
な

ど
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
高
齢
者
が
働
き
続
け

る
大
き
な
動
機
の
ひ
と
つ
。
時
系
列
で
み
る

と
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
他
国
と
比
べ

る
と
依
然
と
し
て
、
高
い
割
合
を
示
し
て
お

り
、
日
本
の
高
齢
者
の
健
康
志
向
の
強
さ
が

う
か
が
え
る
。

実
際
の
引
退
年
齢　

六
○
〜

六
四
歳
が
各
国
で
ト
ッ
プ

　

実
際
に
仕
事
を
辞
め
た
年
齢
に
つ
い
て
は
、

五
カ
国
す
べ
て
で
「
六
○
歳
〜
六
四
歳
」（
男

女
計
）
が
ト
ッ
プ
と
な
っ
た
（
フ
ラ
ン
ス
六

二
・
七
％
、
日
本
四
一
・
八
％
、
ア
メ
リ
カ

四
一
・
三
％
、
ド
イ
ツ
三
八
・
一
％
、
韓
国

三
七
・
七
％
）。

　

こ
の
う
ち
、
日
本
に
つ
い
て
み
る
と
、
男

性
は
第
一
回
調
査
（
四
二
・
○
％
）
か
ら
第

六
回
調
査
（
四
九
・
八
％
）
ま
で
、「
六
○
歳

〜
六
四
歳
」
で
の
引
退
が
首
位
を
キ
ー
プ
し

て
き
た
。
他
方
、
女
性
は
第
一
回
（
三
三
・

六
％
）
か
ら
第
五
回
（
三
一
・
五
％
）
ま
で

「
五
○
歳
代
」
が
ト
ッ
プ
だ
っ
た
も
の
の
、

今
回
調
査
（
第
六
回
）
で
は
、「
六
○
歳
〜
六

四
歳
」（
三
五
・
六
％
）
が
首
位
に
躍
り
出
た
。

女
性
の
引
退
年
齢
も
、
男
性
と
同
様
、「
六
○

歳
〜
六
四
歳
」
が
主
流
と
な
り
そ
う
だ
。

働
か
な
い
理
由

健
康
面
に
不
安
も

　

調
査
で
は
、
働
い
て
い
な
い
高
齢
者
に
そ

の
理
由
を
尋
ね
た
。

　

そ
の
結
果
、「
健
康
上
の
理
由
で
働
け
な
い

か
ら
」
が
ト
ッ
プ
に
な
っ
た
の
は
、韓
国
（
六

三
・
四
％
）
と
日
本
（
三
九
・
二
％
）。
他
方
、

「
仕
事
以
外
に
し
た
い
事
が
あ
る
か
ら
」
は
、

ア
メ
リ
カ
（
六
二
・
○
％
）
と
フ
ラ
ン
ス
（
四

二
・
四
％
）
だ
（
表
二
参
照
）。

　

日
本
を
時
系
列
で
み
る
と
、第
一
位
の「
健

康
上
の
理
由
」
は
ほ
ぼ
同
率
を
保
つ
一
方
、

第
二
位
の
「
仕
事
以
外
に
し
た
い
こ
と
が
あ

る
か
ら
」
は
急
減
し
て
い
る
。
第
一
回
調
査

（
八
○
年
）
で
は
、
三
七
・
三
％
を
占
め
て

い
た
も
の
の
、
今
回
調
査
（
○
五
年
）
で
は

半
分
以
下
の
一
五
・
七
％
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。

「
仕
事
以
外
」
が
、
第
一
回
調
査
（
五
七
・

三
％
）
か
ら
今
回
（
六
二
・
○
％
）
ま
で
ト

ッ
プ
を
維
持
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
と
は
対
照

的
な
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

理
想
の
引
退
年
齢

日
本
は
六
五
歳

　

望
ま
し
い
引
退
年
齢（
男
女
平
均
）は
、「
六

○
歳
ぐ
ら
い
」
が
ト
ッ
プ
に
あ
が
っ
た
の
は

ド
イ
ツ
（
六
二
・
四
％
）
と
フ
ラ
ン
ス
（
五

○
・
二
％
）。
他
方
、「
六
五
歳
ぐ
ら
い
」
は

ア
メ
リ
カ
（
四
三
・
五
％
）、
日
本
（
三
九
・

一
％
）、
韓
国
（
二
八
・
一
％
）
と
な
っ
た
。

五
カ
国
の
う
ち
、
男
性
だ
け
を
み
る
と
、
フ

ラ
ン
ス
（
五
九
・
四
％
）
で
は
、「
六
○
歳
ぐ

ら
い
」、
ド
イ
ツ
（
五
三
・
五
％
）、
ア
メ
リ

カ
（
四
七
・
五
％
）、
日
本
（
三
八
・
五
％
）

は
「
六
五
歳
ぐ
ら
い
」、韓
国
（
三
八
・
三
％
）

で
は
「
七
○
歳
ぐ
ら
い
」
が
第
一
位
に
あ
が

っ
た
。

　

他
方
、
女
性
は
、
ド
イ
ツ
（
六
二
・
四
％
）

と
フ
ラ
ン
ス
（
四
八
・
○
％
）
が
「
六
○
歳

ぐ
ら
い
」、
ア
メ
リ
カ
（
四
三
・
四
％
）
と

日
本
（
三
四
・
九
％
）
は
、「
六
五
歳
ぐ
ら
い
」、

韓
国
で
は「
七
○
歳
ぐ
ら
い
」（
二
五
・
七
％
）

が
多
数
派
を
占
め
た
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
二
○
年
間
に
お
け

る
日
本
の
女
性
の
就
業
意
欲
の
高
ま
り
。「
六

五
歳
ぐ
ら
い
」
ま
で
と
回
答
し
た
女
性
割
合

は
、
第
二
回
調
査
（
八
五
年
）
で
は
一
八
・

四
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
の
、
第
六
回
調

査
（
○
五
年
）
で
は
三
四
・
九
％
と
ほ
ぼ
倍

増
し
て
い
る
。
年
金
支
給
開
始
年
齢
が
段
階

的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
な
か
、
理
想
の
引
退

年
齢
も
上
昇
傾
向
を
た
ど
り
そ
う
だ
。

（
調
査
・
解
析
部　

遠
藤
彰
）
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